
令和2年7月豪雨災害
義援金を募集しています

土砂災害警戒区域等指定の説明会の開催

お問い合わせ
　　沖縄県中部土木事務所　計画調査班
　　☎098-894-6518

生活環境安全課　生活安全係
☎098-945-5018お問い合わせ 福祉保険課　社会福祉係

☎098-911-9163【お問い合わせ】

申請要件

　住宅の新築・建て替え、その他工事を行う際の
不発弾探査費を補助します！ 　令和 2 年 7 月の豪雨災害により、熊本県をはじ

め各地で甚大な被害が生じております。町では、
被災された方々を支援するため、義援金を呼びか
けております。皆様のご支援・ご協力をよろしくお
願いします。西原町役場１階支払窓口にも募金箱
を設置しております。

　水道工事のため、町道兼久線は通行止めとなり
ます。迂回ルートをご利用下さい。
　沿道住民などの関係者は、交通誘導員に従い通
行して下さい。
　皆様には何かとご不便をお掛けしておりますが、
工事へのご理解とご協力をお願い致します。

【工事期間】
令和2年9月～
令和3年1月20日（予定）まで
※天候等により工事が休みの日は、通行止
めは一時解除となります。

【お問い合わせ】
上下水道課  施設係  ☎098-945-4934

【受付期間】令和2年 12月 28日（月）まで
【受付口座】ゆうちょ銀行・郵便局
口座記号番号：「00110-8-588189」
加  入  者  名：「日赤令和2年 7月豪雨災害義援金」
※窓口にて取扱いの場合、振込手数料は免除され
ます。
※受領証の発行を希望の場合、通信欄に「受領証
希望」と記載してください。

　沖縄県中部土木事務所では、土砂災害防止法に
基づく土砂災害警戒区域等の指定を計画しており、
次のとおり説明会を開催します。参加される際はマ
スク着用のご協力をよろしくお願いします。

幸地、翁長    
令和2年9月29日（火）午後7時～8時
町民交流センター
（保健センター中ホール）
（1）土砂災害と土砂災害防止法
（2）土砂災害警戒区域等について
（3）その他（区域【位置】の説明）

指定地区
日 時
場 所

内 容

※詳細については、沖縄県中部土木事務所計画
調査班ホームページ『土砂災害防止法におけ
る住民説明会について』をご覧ください。

土地の用途
　住宅の新築・建て替えや、その他民間工事予定
の土地が対象となります。
【工事例】 
◆住宅の新築、建て替え　◆学校　◆福祉施設
◆病院　◆事業所　◆店舗　◆工場　◆ホテル
◆建築以外の構造物　◆土地造成など
土地の面積　面積による制限はありません。
不発弾探査に係る費用
　原則、申請者の負担はありません。

就活のための講座を開催！

◆スキルアップ講座《14：00～15：30》 ※事前申込が必要です

23日（水）

9月7日（月）

10月5日（月）

16日（水）

16日（金）
23日（金）

おさらい「履歴書」
しなやかなこころのためのヒント
ハッピーに過ごすための時間管理セミナー

好印象を与えるコミュニケーション②
相手の心に響く「伝える力」

・就職活動の基礎、応募書類の書き方までしっかりサポート！
・個別相談・面接対策を踏まえ、あなたに合った就職活動を
   就職決定までサポートします。

9月

10月

申込先
お問い合わせ

西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）
☎098-945-4540

◆就職セミナー《14：00～16：00》 ※事前申込が必要です

【対象】西原町民　【定員】各講座10名　【場所】西原町役場 会議室

※ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。
※スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。
申込みの際にご確認ください。

受講料無料

就職セミナー 個別相談

住宅等開発磁気探査支援事業

園芸セミナー延期のお知らせ

那覇広域都市計画の変更の原案の縦覧について（公聴会のお知らせ）

兼久線　通行止めのお知らせ

お問い合わせ　産業観光課 農林水産係 ☎098-945-4540

　新型コロナウイルスの影響により、9月に予定していた下
記の園芸セミナーは年明けに延期となります。詳細が決ま
り次第、広報・HPにてお知らせします。

延 期 第33回 9月15日(火)
①収入保険・農業者年金・農業共済について
②令和元年度展示圃場報告

都市計画案の概要の縦覧場所及び縦覧期間
縦覧期間：令和2年9月24日（木）から
　　　　  令和2年10月15日（木）まで
　　　　  （ただし、土日祝日を除く）
縦覧時間：午前9時から午後5時まで
　　　　 （ただし、正午から午後1時までを除く）
縦覧場所：西原町役場　建設部　都市整備課

公聴会の日時及び場所
令和2年10月29日（木）　午後7時開始
西原町町民交流センター中ホール（西原町役場1階）
※意見陳述の申し出がない場合は、公聴会を開催しない。

公述を申し出ることのできる都市計画案の内容
①那覇広域都市計画用途地域の変更
　（兼久マリンタウン線沿線地区用途地域）
※西原町字兼久及び字東崎の一部
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意見を聴こうとする都市計画案の内容
②那覇広域都市計画地区計画の変更
　（兼久マリンタウン線沿線地区計画）
③那覇広域都市計画地区計画の変更
　（東崎地区計画）
※西原町字兼久及び字東崎の一部

意見陳述および公述人の要件
都市計画案の区域内の土地所有者その他利害関係を
有するもの。

意見陳述、意見書の申し出提出方法及び期限
令和2年10月22日（木）午後5時までに所定の様式に
基づき、意見書及び公述申出書を提出してください。

原案の縦覧場所及び公聴会に関する問い合わせ先  ▶  都市整備課　都市計画係　☎098-945-4496

10広報にしはら No.583 R2.9.111 広報にしはら No.583 R2.9.1


